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２０１３年９月２５日 ＮＯ.２３３

発行責任者 山 田 哲 也

編集責任者 今 井 一 夫

ワンマン列車の拡大、折り返し時間の僅少、
食事時間、休憩時間、睡眠時間、アケ時間
など乗務労働の悪化は、安全運転に問題！
健康で余裕を持って働ける環境を追求！
３月ダイヤ改正によりますます厳しくなった乗務労働の悪化に対し、名古屋地本は申２

号を提出し業務委員会を開催し要求の改善を目指したが、会社回答は１つも見直し、修正

もないひどい回答であった。

会社回答と主なやり取り

共通項目
１．出発点呼時、掲示板の伝達事項等は簡素化して点呼時間を短縮すること。

回答：その様な考えはない。

２．泊行路の出勤時間は行路作成基準に沿うこと。

回答：適宜・適切に対応している。

組合：休み後の出勤時間に早いのがあるが基準通りにやられているのか。

会社：問題なく行われている。

３．２時間以上の待ち時間が発生する訓練指定を止めること。

回答：その様な考えはない。

４．３時間以上連続した乗務は生理現象と体調管理を考えて作成しないこと。

回答：その様な考えはない。

組合：乗務員の体調を考えた行路を作成すべきである。連続３時間も乗務する行路は非

人間的な扱い。作成をするべきではない。

余裕のある乗務環境を作ること！

５．ＡＴＳ要注意駅の改善を図るために地上子を増設すること。

回答：適宜・適切に対応している。

組合：あとの回答もそうであるがもっと乗務員が余裕を持って仕事が出来るように改善

をするべきである。そうすればミス、事故も減る事につながなる。

６．行路表の時刻、注意書きの文字を大きくすること。

回答：その様な考えはない。

７．列車停止目標の両数標を４．８．０と簡素化すること。

回答：その様な考えはない。

８．安城駅上り１番のホームを延伸して８両対応にすること。

回答：その様な考えはない。

９．折り返し時間を１５分以上確保すること。

回答：必要な時間は確保している。
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10．睡眠時間を６時間以上確保すること。

回答：その様な考えはない。

名古屋運輸区 運転士

１．Ｂ３１ＷＦ １８時から１時３３分まで休憩時間がないので見直すこと。

回答：現行の通りとする。

２．Ｂ３１ ２３５２Ｆ名古屋到着～Ｂ３３ ３０５Ｍへの乗り継ぎを電話乗り継ぎとす

ること。

回答：回答保留

組合：２３５２Ｍの間違い。乗り継ぎ時間が短い。４両は何分なのか。

会社：４分がいいのか５分がいいのかではない必要な時間は確保している。

組合：会社の必要時間ではない、乗務員が必要とする時間である。

３．Ｂ３５ 岐阜で１３１Ｆから１４８Ｆへの折り返しは１３１Ｆが尾張一宮での開通待

ちで快速列車の遅れにより、岐阜着が遅れ４分での折り返しは無理なので改善するこ

と。

回答：必要な時間は確保している。

４．Ｂ３５ １３１Ｆ尾張一宮、木曽川間３分４５秒の運転では岐阜駅に定時到着出来な

いので改善すること。

回答：必要な時間は確保している。

組合：現場に確認したのか。

会社：前の列車にあたる事によるものではないか。

組合：そもそも３分４５秒は基準運転時分になっているのか。

会社：列車によって違っている。

組合：基準運転時分に無理があるのではでないか。

５．Ｂ１３ 熱田便乗１１００Ｆ着から回２５４１Ｆ出区点検までの１時間１４分間も居

る場所がないので熱田駅ホームに乗務員詰所を設置すること。

回答：その様な考えはない。

６．豊橋駅到着列車のイス転換を整備会社の社員が一人で行うため時間がかかり車掌のド

ア開閉が遅れるので整備会社の作業員を増やすこと。

回答：その様な考えはない。

７．運転士養成は３組、４組とすること。

回答：その様な考えはない。

名古屋運輸区 車掌

１．Ｃ１１１行路の睡眠時間確保のため２７０９Ｆ関ヶ原行きを止めること。

回答：現行の通りとする。

組合：見直しを検討したのか。

会社：他の行路に変えても結局、誰かが行かなくてはならない。

組合：運輸区に持ち替える事を考えれないのか。

２．Ｃ１０２ＳＨ ３１７６Ｆ～３１９９Ｆの８両編成は止めること。

回答：現行の通りとする。

３．Ｃ１１５ＦＳ ４３０８Ｍ～４３０９Ｍ名古屋折り返し５分以上確保すること。

回答：現行の通りとする。

４．Ｃ１２２ＷＦ ５４６Ｄ～１５５１Ｄ、１５５８Ｄ～１５６３Ｄ～１５６８Ｄ～

５７３Ｄの武豊線、連続乗務を止めること。

回答：現行の通りとする。

５．Ｃ１４６ＷＦ便１３３０Ｆ、Ｃ１４６ＳＨ便４３３６Ｍ亀山～名古屋の便乗は止める
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こと。

回答：回答保留

組合：Ｃ１４６ＷＦはＣ１４６ＷＭの間違い、回答できないのか。

拘束時間の短縮、休憩、睡眠、食事時間の確保は乗務員の
要求である！

大垣運輸区 運転士

１．以下の行路は拘束時間が２４時間を超えるので改善すること。

Ｂ５４ＷＦＳ、Ｂ５５ＦＳ，Ｂ５６ＷＦ，Ｂ６１ＦＳ，Ｂ６３ＷＦＳＨ，Ｂ７１Ｗ

Ｂ７４ＦＳ、Ｂ７６Ｓ、Ｂ８１ＳＨ、Ｂ８２ＷＨ、Ｂ８３ＳＨ、Ｂ８５ＷＦＳＨ

Ｂ９１ＳＨ，Ｂ９３ＦＳ、Ｂ９６ＦＳ

回答：現行の通りとする。

組合：拘束時間２４時間を超える行路の数が前回より増えている。

会社：それは分からない。労働条件を良くしたと考えて作成した。

組合：２４時間を超える行路の数だけではなく時間も長くなっている。

会社：休憩時間、食事時間を取れば拘束時間は長くなるのではないか。

組合：以前、会社は２４時間超えない行路作成を目指していると答えていた。

２．以下の日勤行路は拘束時間１０時間を超えるので改善すること。

Ｂ５２ＷＦ、Ｂ５２ＳＨ、Ｂ６２ＷＦ、Ｂ６２ＳＨ，Ｂ６８ＷＦ、Ｂ６８ＳＨ

Ｂ７５ＷＦ、Ｂ７５ＳＨ、Ｂ８６ＳＨ、Ｂ９４ＷＦ

回答：現行の通りとする。

大垣運輸区 車掌

１．Ｃ１は９時２０分、Ｃ３は８時５１分、Ｃ１６は８時５５分、Ｃ３３は８時５０分、

Ｃ３６は９時５分と出勤時間時間が早いので１０時台の出勤時間に改善すること。

回答：現行の通りとする。

２．Ｃ１１ ２５０３Ｆ豊橋から２３１６Ｆ豊橋まで３時間５分の連続乗務となるので折

り返しを含めて一列車落とす様に改善すること。

回答：現行の通りとする。

組合：３時間以上の連続乗務は問題である。

会社：折り返し時間を活用して貰えればよい。

３．Ｃ１２ ２１０８Ｆ名古屋から２３５１Ｆ米原まで３時間１０分の連続乗務となるの

で改善すすこと。

回答：現行の通りとする。

４．Ｃ１３ ２１１４Ｆ大垣から２３５３Ｆ米原まで３時間３４分の連続乗務を改善する

こと。

回答：回答保留

５．Ｃ１６ ２５２５Ｆ豊橋から大垣着折り２３３８Ｆ豊橋まで３時間４分の連読乗務を

改善すること。

回答：現行の通りとする。

６．Ｃ３５ １１００Ｆ名古屋から１１２１Ｆ名古屋まで３時間２０分の連続乗務を改善

すること。

回答：現行の通りとする。
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豊橋運輸区

１．Ｂ５４、Ｂ５７は夕食時間が少ないので４５分以上の時間を確保すること。

回答：必要な時間は確保している。

２．Ｂ６３朝、起床してから終了まで７時間もありながら労外が３分しか無いので改善を

すること。

回答：現行の通りとする。

組合：７時間の労働時間で休憩が３分しかないのは問題、日勤の８時間勤務では休憩時

間を４５分与える様に定められている。

会社：天竜峡での乗り継ぎ時間がある。

３．Ｂ６７、８時７分出勤から０時２５分まではあまりにも長すぎる初作業の分割補助を

持ち替え、出勤時間を遅くするか２２時に到着点呼を受けられるように改善すること。

回答：現行の通りとする。

４．中部天竜駅での入れ換え作業、伊那松島の５４８Ｍ入れ換えと豊橋の５５３Ｍ入れ換

えを食事時間と休養時間確保のため持ち替えること。

回答：現行の通りとする。

５．本長篠と新城の電留線について出区点検でドア開閉すると木の葉がドアに挟まり室内

が葉っぱで一杯になるので木を撤去すること。

回答：木を撤去する考えはない。

組合：枝が伸びてドア開閉点検したときに枝が車内に入り込み、ドアを閉めると葉っぱ

だけが落ちて残っている。木は撤去出来ないかも知れない、枝は払える。

伊那松島運輸区

１．Ｂ６６、回１５８２Ｍ伊那松島～宮田運転時分が短く定時運転が出来ないので運転時

分を見直すこと。

回答：必要な時間は確保している。

２．Ｂ６６、夕食（１８：０２～１８：１１）、朝食（８：２６～８：２８）時間なし

回答：必要な時間は確保している。

肉体的限界を超えた行路がミス・事故を招くことになる！

３．Ｂ６２、Ｂ６４睡眠時間が少なく一番列車の乗務でアケが遅い。安全上問題である（特

に予熱期間）列車を持ち替えるなどして改善すること。

回答：必要な時間は確保している。

組合：特にＢ６４はひどい。冬になると予熱時間が付き、起きるのは４時前に起きるこ

とになる。こんな状態で１６時まで乗務を行わせることは危険であり安全上、大

きな問題であると考えるが、どう思うのか。

会社：言われていることは分かるが代案がないので無理だ。

組合：さらに、この行路は飯田から１時間以上の便乗もあり乗務員は肉体的に疲労し、

いつミス・事故を起こしても不思議ではない行路である。早急に改善すること。

４．５０番代の組みではワンマン列車が多く、６０番番代の組みはアケが遅く、駒ヶ根泊

の４行路と偏っているので列車、泊行路を平準化すること。

回答：現行通りとする。

神領運輸区

１．Ｂ６１ＳＨ、Ｂ６２ＳＨ、Ｂ６４ＳＨの出発点呼時、その間に車掌の出勤が複数入る

ため点呼時間がなくなり焦るので何らかの対策等の改善をすること。
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回答：その様な考えはない。

２．Ｂ７７Ｗは明けで塩尻一往復する激務なので睡眠時間を確保すること。

回答：必要な時間は確保している。

３．Ｂ６１ＷＨは明けで回７３１Ｍ、１００Ｍ、６０３Ｍ、６０８Ｍと連続乗務（４：２

２～７：３０）となるので改善すること。

回答：現行の通りとする。

４．Ｂ６１ＷＦ、泊まり行路で出勤が早い（９：０３）ので持ち替えて改善すること。

回答：現行の通りとする。

５．Ｂ６２Ｈ、５７５１Ｍ中津川着入換の後（労外９０分後）、５７８３Ｍ分割入換え有

り、翌日７００Ｍ入換後に併合が有り休養時間が少ないので５７８３Ｍ分割入換か７

００Ｍ入換後併合のどちらかに持ち替えること。

回答：回答保留

６．Ｂ６７ＷＦ（瑞浪泊）、２６０７Ｍ、２６０４Ｍ、６３７Ｍ、６５０Ｍと連続乗務（１

３：００～１６：５０）なので改善すること。

回答：現行の通りとする。

７．Ｂ８４ＷＦ、日勤で拘束が１２：４６、労働時間９：０９なので改善すること。

回答：現行の通りとする。

８．Ｂ９２ＷＨ、５：０６起床で１２：３５終了まで長時間なので短く改善すること。

回答：現行の通りとする。

９．Ｂ９５ＷＦＳＨ(土岐市泊）、アケの労外が１３分～１９分で１３：３５～１３：３９

までの長時間勤務なので短く改善すること。

回答：現行の通りとする。

10．Ｂ９８ＷＨ(中津川泊）、４：５０起床で１１：５３終了まで長時間なので短く改善す

ること。

回答：現行の通りとする。

11．Ｂ９３Ｗ、Ｂ９５Ｗなど勤務時間が極端に短い行路を平準化すること。

回答：現行の通りとする。

組合：極端な行路により他の行路にしわ寄せが行っている。もっと工夫をした行路を作

成するべきである。

12．２組は５日の連続勤務で、さらに今改正からアケが遅くなり睡魔に襲われやすい時間

帯の列車が集中しているので他の組と平準化すること。

回答：現行の通りとする。

13．中津川駅における分割併合作業後の駅への終了合図は基本通り車掌が行うこと。

回答：現行の通りとする。

14．泊まり行路のアケで２往復は改善すること。

回答：回答保留

組合：会社は意味が分からないかも知れないが、乗務員詰め所では泊まりアケの次行路

で２往復があると「きついなぁ」と日常的に会話がされている。

15．中津川駅、瑞浪駅、土岐市駅に冬期要員を置くこと。

回答：その様な考えはない。

16．鶴舞駅、上り両数標の４両標２０㍍名古屋方に移動し８両標にすること。

回答：その様な考えはない。

17．千種駅、上り特急の６両、１０両標を外すこと。

回答：その様な考えはない。

中津川運輸区

１．Ｂ１８では南木曽駅折り返し時間が７分しかないため、車内点検が出来ず、また証明
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書発行があると確実に遅れるので自車扱い駅での折り返し時間は１５分以上とする。

回答：必要な時間は確保している。

組合：証明書の等の発行時間は確保されているのか。

会社：いつもあるわけではない。証明書発行で列車が遅れるのはやむ得ない。

組合：そうではなく、折り返し時間を増やし余裕をもたせること。

２．Ｂ２６ＳＨ、夕食時間がないので出区作業をなくして夕食時間を確保すること。

回答：必要な時間は確保している。

３．Ｂ２７、８２２Ｍは秋から冬にかけて落ち葉等による空転により列車が遅れるので年

間を通じて余裕のある運転時分とすること。

回答：必要な時間は確保している。

４．折り返し運転のある駅（坂下、南木曽、上松）は全車扱いとすること。

回答：その様な考えはない。

５．中津川で接続となる列車については中津川より先はＩＣカードが利用できない案内放

送と同時に恵那駅より特改を乗務させて対応すること。

回答：その様な考えはない。

組合：今日、議論したことは来年のダイヤ改正に反映すること。

以 上


